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１ 市民部組織図 (令和６年４月１日現在) 
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２ 説明資料 

 

自治協働課 

１ 事務概要 

自治協働課 

（１）自治振興係 

・地域の自治の振興に関すること。 

  ・自治会等関係団体との連携及び連絡調整に関すること。 

  ・地縁による団体の認可等に関すること。 

  ・わがまちづくり市民運動推進会議に関すること。 

・普通財産（自治会集会所施設に限る。）の寄付採納、貸付け及び管理に関すること。 

  ・部内の事務事業に係る調整及び連絡に関すること。 

・木戸交流センターの指定管理者による管理に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・課及び市民相談室の一般庶務に関すること。 
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（２）施設管理係 

・支所の企画、施設整備等に関すること。 

・公民館（大津公民館を除く。）及びコミュニティセンターの施設整備等に関すること。 

・支所の物品管理に関すること。 

  ・滋賀里交流センターの管理運営等に関すること。 

（３）生活安全係 

・大津市生活安全条例（平成１２年条例第７５号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・大津市交通安全条例（令和３年条例第５９号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・交通指導員に関すること。 

・大津市交通安全対策会議及び大津地区交通対策協議会の運営に関すること。 

・犯罪被害者等見舞金の支給に関すること。 

・大津市暴力団排除条例（平成２３年条例第４９号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に係る関係団体との連絡調整に関すること。 

（４）市民協働係 

・協働のまちづくりの推進に関すること。 

・ 大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例（平成２３年条例第１号）に関すること。 

・ まちづくり協議会の設立及び運営の支援に関すること。 
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・ 市民公益活動の促進に関すること。 

・ コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

・ 公民館の運営委託に関すること。 

・ 市民活動センターの指定管理者による管理に関すること。 

・支所との連絡調整に関すること。 

・支所の一般庶務に関すること。 

支 所 

・地域の実情の把握及び調査に関すること。 

・自治会及び各種団体との連絡調整に関すること。 

・市税に関する申告書等の受付に関すること。 

・市税及び国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、その他収納金の取扱いに関すること。 

・市税に係る課税証明書及び納税証明書並びに固定資産課税台帳記載事項証明書の交付申請の受付及び当該証明書の 

交付に関すること。 

・固定資産税関係台帳の閲覧に関すること。 

・原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び返納に関すること。 

・戸籍及び住民基本台帳の届出の受付に関すること。 

・印鑑登録に関すること。 
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・出入国管理及び難民認定法に基づく事務に関すること。(堅田支所及び瀬田支所に限る。) 

・埋火葬許可に関すること。 

・死産届に関すること。 

・戸籍の謄抄本、住民基本台帳、印鑑登録等に関する各種証明書の交付申請の受付及び当該証明書の交付に関すること。 

・生活保護法による傷病届の受理及び診療依頼書の交付に関すること。 

・児童手当の受付に関すること。 

・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金及び医療費助成の資格取得、喪失等の届出及び諸給付の申請の受付並びに被 

保険者証の交付に関すること。 

・介護保険に係る要介護認定及び要支援認定の申請の受付並びに受給者資格証明書の交付に関すること。 

・支所庁舎の総合的な管理に関すること。 

・日赤募金に関すること。 

・自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・文書の掲示に関すること。 

・その他市長が指示する事項。 
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コミュニティセンター 

・地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること。 

・地域の主体的な学びの推進に関すること。 

・地域の情報の収集及び発信に関すること。 

・コミュニティセンターの設置及び備品の維持管理に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

    特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）自治会育成事業 

３６学区自治連合会、７２３自治会（令和６年３月末現在）が組織され、地域での共通課題の解決や地域コミュニティの 

促進、行政事業への協力などの様々な自治活動をされており、市としては、住民自治の確立と円滑な市政運営を推進するた

めに自治会活動の育成、支援に努めている。 

①  自治会等報償金（８８，９３５千円） 

各種行政協力及び様々な役務の提供に対する謝礼として報償金を交付している。 
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  ② ふれあいの家設置事業（４，５００千円）  

地域コミュニティ活動の拠点である自治会館の整備を支援する。 

・補助金額（新築・購入） 事業費×１／３（上限６００万円） 令和５年度実績  ０自治会     ０千円 

     （改造）       事業費×２／１０（上限３０万円） 令和５年度実績 １８自治会 ３，７８１千円 

③ ふれあい掲示板設置事業（７２０千円） 

市や各種団体からの事業の周知や啓発を効果的に行うため、自治会掲示板の設置を支援する。 

・補助金額              事業費×１／２（上限６万円）  令和５年度実績 １０自治会 ６００千円 

④  コミュニティ助成事業（９，６００千円） 

（一財）自治総合センターが、地域コミュニティの健全な発展と宝くじの社会貢献広報のため、宝くじの受託事業収入

を財源に、自治会等のコミュニティ事業に対して支援する。 

・一般コミュニティ助成事業 １，０００千円～２，５００千円 

       令和６年度採択事業 仰木の里学区自治連合会、蛍谷自治会（自治会館の備品整備) 

  ⑤  自治会ふれあいネット導入支援事業（６，０００千円）  

地域でのインターネット活用のスキルアップのための研修等とホームページの作成やインターネット環境の整備等に係

る費用の補助を継続するとともに、令和６年度からは電子回覧板プラットフォームの導入に取り組む。 

   ⑥ 自治会活動支援 

    自治会加入率が年々低下し(令和５年４月現在５２．５％)、地域活動の担い手が不足、高齢化する中、地域活動の基盤
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となる自治会活動の魅力発信や負担軽減、幅広い世代の参加促進などに大津市自治連合会とも連携して取り組むことで、

自治会活動の活性化を図る。 

    

（２）わがまちづくり市民運動推進会議補助事業（３，３３０千円） 

「わがまちづくり市民運動推進会議」は、地域コミュニティの醸成と２１世紀の新たなまちづくりに寄与するため、平成 

１６年７月に発足した市民運動団体であり、同会議が実施する各種事業に対し支援を行う。 

令和５年度実績  

・まち歩きウォッチング       ８件 

・花と緑のまちづくり活動   １０４団体 

    

（３）市民センター施設事業 

①  市民センター管理運営事業（２０１，９５９千円） 

市民センターを安全で安心して利用できるよう、清掃、設備維持管理保守、機械警備による適正管理に努めている。 

②  市民センター施設改修事業（４５３，６７７千円） 

市民センターの施設及び設備の修繕や年次的改修に取り組んでおり、施設の改修にあたっては、「安全・安心」や「法

令遵守」に加え、「利便性の向上」、「快適性や美観等の向上」にも努めている。 

築年数、屋根（屋上）や外壁の状態を評価し、優先順位を決めて計画的に改修していく予定であり、令和６年度は、昨
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年度に引き続き、伊香立市民センター移転新築や小野市民センター長寿命化実施設計、空調設備改修設計及び改修工事に

重点的に取り組む。 

（４）防犯推進事業 

関係機関等と連携を図り、地域における安全を守るための活動を展開し、市民等が犯罪に遭うことなく、安全に安心して

生き生きと暮らすことができるまちづくりに向けて、情報発信や啓発活動に取り組む。 

①  大津市防犯協会への活動支援（４,９５９千円） 

市民の防犯意識の高揚を図り、犯罪・事故等を未然防止する活動を推進するため、自治会や事業所等で組織する大津   

市防犯協会の活動を支援する。 

② 自主防犯活動団体への活動支援（３，０００千円） 

平成１５年４月に県が施行した「『なくそう犯罪』滋賀安全なまちづくり条例」による自主防犯活動団体の活動を支  

援する。 

・令和５年度末の団体数 ３０団体   

③  子ども安全リーダー連絡協議会への活動支援（１,２１２千円） 

大津警察署・大津北警察署が委嘱する子ども安全リーダーが行う登下校時の通学路の安全パトロールや「こども１１０ 

番のおうち」ロードコーンの設置、防犯教室などの活動を支援する。 

・子ども安全リーダー連絡協議会活動事業補助 ３００千円 

・子ども１１０ばんのおうちロードコーン補助 ９１２千円 
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④  防犯カメラ設置支援事業（４,２２０千円） 

地域住民が主体となって防犯カメラ及び記録装置等を設置し、継続して維持・管理する事業に対して、設置に係る経 

費を補助する制度を設け、街頭犯罪等を抑止し犯罪のない安全で安心な社会の実現に取り組んでいる。 

・令和５年度実績 ２０団体 

⑤  ＪＲ駅前防犯カメラ運用事業（１，５５８千円） 

      広域的に多数の利用者があり交通結節点になっているＪＲ主要駅周辺において、市設置の防犯カメラを活用し、犯罪

の抑止効果と、警察による迅速な犯罪捜査にも寄与できるよう取り組んでいる。 

・現在の設置駅及び設置台数 

堅田駅（２台）、大津京駅（７台）、大津駅（４台）、石山駅（６台）、瀬田駅（６台） 

 

 

 

                                    （←ＪＲ大津京駅前広場に設置の防犯カメラ） 
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 （５）交通安全推進事業   

① 第１１次大津市交通安全計画 

交通事故のない安全で安心なまちづくりを推進するため、令和４年４月に大津市交通安全条例を施行し、条例の実効性 

を高めるため、法令や国・県の交通安全計画も踏まえた、第１１次大津市交通安全計画を策定した。 

また、本計画では、重傷者が発生する事故防止への取組が死者数の減少にもつながることから、命に関わる優先度が高

い重傷者数を新たに指標として設定し、「交通事故の重傷者数を６０人以下にする」ことを目標とした。 

②  大津市交通安全基金を活用した事業パッケージ（１８,４００千円） 

大津市交通安全基金条例を活用した事業パッケージに取り組み、条例の実効性を高める取組を推進する。 

・高齢者運転免許証自主返納促進事業 

・カーブミラー設置事業費補助 

・啓発・教育資材の貸出 

・子どもの自転車乗り方教室 

・自動車後付け急発進等抑制装置の設置補助 

・幼児２人同乗用電動自転車購入補助 

・自転車用ヘルメット着用キャンペーン 

・生活安全マップのバージョンアップ 

・地域への啓発用品の支給 
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・歩きスマホ禁止の啓発強化 

・交通安全フェアの開催 

③ 交通安全教育及び啓発活動 

子どもの心身の発達段階等に応じた体系的な交通安全教育や、高齢者向け交通安全講座の実施に取り組むとともに、交 

    通ルールの遵守や交通マナーの実践等の啓発活動を実施する。 

・交通安全カンガルー教室（未就学児）（令和５年度 １１５回） 

・小学生等交通安全教室（令和５年度 ５回） 

                          

           

 

 

 

                                   （←交通安全カンガルー教室） 

④ 関係機関等との事業 

交通安全に関する事業について、警察・交通安全協会等と連携し、全国交通安全運動期間などに取り組む。 

・春・夏・秋・年末の交通安全運動 

・近江路マナーアップ運動等、各種啓発 
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（交通安全ゆりかもめ啓発：ＪＲ堅田駅）        （近江路マナーアップ運動：国道衣川交差点） 

⑤ 交通安全関係団体への活動支援（３，７４０千円） 

大津交通安全協会、大津北交通安全協会、大津水上安全協会及び大津北水上安全協会の活動を支援する。 

（６）大津警察署及び大津北警察署との協力協定に基づく事業推進 

令和３年１月２０日付けで大津警察署及び大津北警察署と、交通安全や防犯の諸課題について、相互に連携、協力し効率

的かつ効果的な事業を推進することを目的に協定を締結している。協定では毎年政策協議を行い、連携による取組を推進す

ることにしている。 

 

（７）犯罪被害者等見舞金支給事業（３００千円） 

「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」に基づき、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、犯罪被害者となっ

た方に見舞金を支給する。 
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・遺族見舞金 ３０万円  傷害見舞金 １０万円 

・支給実績  令和５年度 傷害見舞金１件 

令和４年度 ０件 

令和３年度 傷害見舞金１件 

令和２年度 遺族見舞金１件、傷害見舞金１件 

令和元年度 傷害見舞金３件 

 （８）公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターへの支援（６９１千円） 

   令和２年４月１日付けで公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターと締結した「犯罪被害者等支援の連携協力に関する

協定」に基づき、同センターによる犯罪被害者等からの相談対応や、本市の施策、啓発活動等への協力、犯罪被害者への支

援環境の向上への協力等に対して、財政的支援等を行う。 

 

（９）「大津市暴力団排除条例」に基づく施策等の推進 

「大津市暴力団排除条例」に基づいて、暴力団の排除を推進し、市民が安全に安心して暮らせる社会を実現するため、

社会経済活動が健全に発展するための施策を推進する。 

・暴力団追放滋賀県民大会 

・暴力団追放大津地区総決起大会 

・暴力団を利するおそれのある事務事業からの暴力団等排除措置 
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  （暴力団追放大津地区総決起大会） 

 

（10）まちづくり協議会設立及び運営支援事業（４，８００千円） 

 地域活動の担い手不足や多様化・複雑化する住民ニーズへの対応が課題となる中、自治会や学区自治連合会をはじめ、地

域の各種団体や個人、事業者等の多様な主体が集い、助け合い、支え合いながら、地域の実情に合わせたまちづくりを行

う、まちづくり協議会の設立及び運営を支援する。 

・まちづくり協議会設立学区（１６学区、令和６年４月１日現在) 

  （和邇、小野、葛川、伊香立、堅田、仰木、坂本、下阪本、滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、平野、富士見、晴嵐、 

大石） 
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（11）コミュニティセンター管理運営事業（９６，８８６千円） 

地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、身近な公民館をまちづくりの活動拠点として活かすことを目

的にコミュニティセンターを設置する。 

コミュニティセンターの運営をまちづくり協議会が行うことで、地域の実情に応じたまちづくりを推進していく。 

・コミュニティセンター設置（１６学区、令和６年４月１日現在） 

（和邇、小野、葛川、伊香立、堅田、仰木、坂本、下阪本、滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、平野、富士見、晴嵐、 

大石） 

 

 

 

 

 

 

 

（12）公民館自主運営試行事業（１，７８１千円） 

公民館のコミュニティセンター化に向け、公の施設を地域で運営できる組織づくりや運営ノウハウの習得を目的とし、公

民館自主運営試行事業を実施する。  

憩いの場 藤尾 

（藤尾学区まちづくり協議会） 
冬の寄せ植え教室 

（仰木コミュニティセンター） 
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・令和６年度実施予定２学区（逢坂、上田上） 

 

（13）協働のまちづくり推進計画の進捗管理 

   『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』に基づき策定した、 

平成２９年度から令和１０年度までの１２年間を計画期間とする「大津市協 

働のまちづくり推進計画」を推進し、「人と人のつながりを強め、誰もが愛 

着と誇りを持って、住み続けたくなる大津」を実現する。 

同計画は４年ごとに内容（主に施策、取組）について見直しを行うことと 

していることから、令和２年度に見直しを実施し改定計画を策定した。 

計画をより実効性の高いものとするため、『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』の規定に基づき、市長の附 

 属機関として設置する「大津市協働を進める三者委員会」と「大津市職員協働推進本部」が連携し、協働の推進と計画の進 

捗管理を図っている。 

 

（14）パワーアップ・地域活動応援事業（４，０００千円） 

まちの活性化や地域の課題解決に向けて取り組む学区自治団体等の主体的なまちづくり活動を支援する。 

これまで、「市民活動応援事業」と「地域活動応援事業」の２つの事業に対し支援を行っていたものを、「地域活動応援

事業」に統合し、学区自治団体等や、市民団体等と学区自治団体等が連携して実施するまちづくり活動に特化した支援によ

大津市協働のまちづくり推進計画 

改定計画（令和３年３月策定） 



 

２０ 

 

り、地域コミュニティ全体の発展に資するよう補助制度を見直した。 

対象は次のすべての条件を満たすものとしている。 

1) 地域活動を担う人材の育成、地域の活性化、その他の地域における課題解決に資するものであること。 

2) 地域における多様な主体が連携・協力して実施するものであること。 

3) 地域住民が広く参加可能なものであること。 

4) 地域コミュニティの連帯を深めることができるものであること。 

学区単独または複数が連携して取り組む事業を対象としている。 

     

（15）大津市市民活動センター管理運営事業（１５，８９１千円） 

平成１８年４月に協働推進の基盤整備を目的に、市民による公益的な活動の促進を図る拠点施設として「大津市市民活動

センター」を明日都浜大津に開設している。管理運営は、指定管理者制度を導入し、市民活動の中間支援機能の充実を図

っている。 

 

・指定管理者   特定非営利活動法人ＨＣＣグループ 

・指定管理期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間） 

・指定管理料  １３，８２２千円／年 

・利用人数   ５１，７６９人（令和５年度） 



 

２１ 

 

（16）次世代まちづくり事業 

    まちづくりを担う次の世代である高校生の主体的なまちづくりへの提案を具体化し、高校生の考えたまちづくりを実践                         

することで、将来にわたる地域のまちづくりへの参画意識を醸成し、地域とつながる機会を創出する。 

・令和５年度実績 大津高校提案事業：HIRANO若者交流会（児童・生徒と地域の方々が一堂に会する異世代交流） 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画・条例 

   大津市コミュニティセンター条例 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１）地域コミュニティ組織の支援 

  少子高齢化などの社会構造の変化、ライフスタイルや価値観の多様化など、地域を取巻く環境が変化する中、地域コミュニ

ティの礎となる自治会の加入率は、令和５年度には５２．５％になっており、年々低下している。 

  本市はこれまで、自治会加入促進や自治会活動の活性化を目的に大津市自治連合会とも連携し、様々な取組を行うととも

に、地域の多様な主体が連携・協力し、地域課題の解決に取り組むためのまちづくり協議会の設立や地域住民の交流と活動の

拠点としてのコミュニティセンターへの移行及び管理運営を委託するなど取り組んできた。 

  大津市コミュニティセンター条例に定める移行期限が令和６年度末であることも踏まえ、大津市自治連合会、まちづくり協

議会、市議会などから意見聴取を行い、これまでの取組を総括、整理し、今後の地域コミュニティ組織への支援のあり方を検



 

２２ 

 

討していく必要がある。 

  

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

    特になし 
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市民相談室  

１ 事務概要 

・市民相談に関すること。（案内受付を含む。） 

・広聴活動に関すること。 

・地域要望に関すること。 

・コールセンターの運営に関すること。 

・行政相談委員の推薦に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

 (１) 広聴及び市民相談事業 

① 市民の声 

市民から書面や手紙、メール等で寄せられる市政に対する要望、意見、相談等について、担当課へ伝達し、問題の早期

解決と早期改善に努めている。コールセンターの「大津市受付メール」により迅速かつ適切な市民対応を実現している。 

・令和５年度実績 １,５４５件 
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② 学区要望 

各学区の地域整備や環境改善などの要望を取りまとめ、学区要望として担当部局へ伝達している。このうち、施設の修

繕等の依頼は、令和３年度から直接担当課へ申し出ることにより迅速な対応を図っている。 

・令和５年度実績 １,８５９件 

③ 一般相談（電話・来訪等） 

家庭の心配ごとや隣近所のトラブル、また、暮らしのなかで市では回答できない問合せなど多岐にわたる相談に対し、

これらに対応するため、専門機関の紹介や担当部署への伝達に努めている。 

    ・令和５年度実績 ２,４０４件 

④ 特別相談 ６，１４９千円（２月補正予算を含む）  

離婚や相続、借地借家、金銭貸借、損害賠償、近隣との土地境界、登記など、市民が日常生活で抱える解決が難しい問 

題やトラブルについては、弁護士等の専門家による特別相談を実施している。 

    ・令和５年度実績 １,３９１件 

法律相談     ６７８件 女性のための法律相談  ２４８件 身近なもめごと相談 ２０件 

相続手続相談    ６０件 境界問題相談    ２９件 建築相談      ２１件 

公証人相談     １９件 税務相談     １７２件 行政書士相談    ３８件 

登記相談      ６８件 不動産相談     ３８件  
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⑤ 広聴の事務事業反映に向けたデータ分析業務 

令和４年度に市民の方から寄せられた要望、提案、意見、相談など広聴活動により蓄積された「市民の声」を、統計的、

視覚的に整理、分類、分析し、そのデータを担当部署に提供することで、事務事業の改善を図る。 

・令和５年度実績 ２件 

      市民応対への苦情に関する分析（人事課） 

      くらしの手続きガイドに関する分析（情報政策課ＤＸ推進室） 

 

(２) コールセンター管理運営事業 ６４，７８２千円（２月補正予算を含む） 

大津市コールセンターは、電話やメール等による問い合わせを一元的に受け付け、丁寧で迅速な応対により、回答の完結

または担当課への引き継ぎを適切に実現し、市民サービスの向上と職員の負担軽減に寄与している。 

・令和５年度実績値  応答件数  ９８，２５６件 

通常応答率   ９２．６％（目標値 ９０％以上） 

平均応答時間     ７秒（目標値 ２０秒以内） 

平均通話時間  １分１７秒（目標値 ３分以内） 
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 ・通常応答率‥‥‥‥着信件数に対する応答件数の割合 

 ・平均応答時間‥‥‥コールが着信しオペレーターが応答するまでの時間の平均 

 ・平均通話時間‥‥‥オペレーターが応答し終話（転送）するまでにかかった時間の平均 

    

・大津市コールセンター運営概要（令和６年４月１日現在） 

項 目 内 容 

受託業者 株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ 

運営場所 受託業者施設内（大阪市） 

契約期間 令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日まで（６０ヶ月／長期継続契約） 

運営体制（最大） スーパーバイザー３席＋オペレーター９席＝１２席 

ＦＡＱ作成件数 ２，３４６件（令和６年４月１日時点） 

多言語通訳サービス ６か国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語） 

 

受付チャネル 運 営 日 運営時間 

代表電話 

０７７(５２３)１２３４ 

年中無休 

① 平日（開庁日） 

② 土曜・日曜・祝日・年末年始 

（１２月２９日～１月３日） 

① 午前８時から午後７時まで 

② 午前９時から午後５時まで 

代表ＦＡＸ ・受付は、３６５日２４時間受信 

・回答は、コールセンターの運営時間内 代表メール 
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４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

特になし 
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文化振興課   

１ 事務概要   

・市民文化の振興施策の企画及び推進に関すること。 

・芸術文化の振興に関すること。 

・文化芸術関係団体の育成に関すること。 

・大津市立市民文化会館、長等創作展示館・三橋節子美術館及び大津市仰木太鼓会館との連絡調整に関すること。 

・大津市民会館、スカイプラザ浜大津及び大津市伝統芸能会館の指定管理者による管理に関すること。 

・課の一般庶務に関すること。 

２ 令和５年度に実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

   特になし 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１） 第３次大津市文化振興計画の推進 

令和６年度は、令和４年度から令和８年度を計画期間とする「第３次大津市文化振興計画」の３年目を迎える。同計画に基づ 

き、文化財保護課、埋蔵文化財調査センター及び大津市歴史博物館との連携効果を発揮し、歴史文化遺産等を活用する文化振興 

施策にも取り組みながら、計画の推進に努める。 
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（２） 指定管理者制度導入の文化施設（大津市民会館、スカイプラザ浜大津、大津市伝統芸能会館）の管理運営 

（９３，２７０千円） 

①  大津市民会館 

開 設    昭和５０年４月（築４９年）           

運 営    株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

指定管理期間 令和６年４月１日～令和９年３月３１日（４期目） 

指定管理料  ５８，９４０，０００円 

開館日時   12月29日～翌年1月3日を除く毎日、午前9時～午後9時 

但し、館内保安点検のため臨時に閉館 

利用人数   ７８，５４７人（令和５年度） 

      （８２，８８３人（令和４年度）） 

所 在    大津市島の関１４番１号 

構 造    鉄筋コンクリート造 地下（半地下）１階、地上３階 

面 積    敷地面積4,957㎡、建築面積4,048㎡、延建築面積8,709㎡ 

施 設    大ホール、小ホール、リハーサル室 

 

 

小ホール 

大ホール 
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② スカイプラザ浜大津                   

開 設    平成１０年１０月（築２６年） 

運 営    株式会社ビー・ビー・シー・サービス 

指定管理期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（４期目） 

指定管理料  １７，７００，０００円 

開館日時   木曜日及び12月29日～翌年1月3日を除く毎日 

午前10時～午後11時（8月並びに土曜日、日曜日 

及び休日は、午前9時30分から午後11時） 

利用人数   ６６，７７１人（令和５年度） 

（６７，３９４人（令和４年度）） 

所 在    大津市浜大津一丁目３番３２号 

   構 造    鉄骨造７階建の６～７階部分 

   面 積    敷地面積2,626㎡、延建築面積2,397㎡ 

   施 設    スタジオ１・２、練習室１～４、リスニングルーム      

交流サロン 

 

 

スタジオ１ 

練習室 
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③ 大津市伝統芸能会館 

開 設  平成７年５月（築２９年） 

運 営  株式会社コンベンションリンケージ 

指定管理期間  令和２年４月１日～令和７年３月３１日（４期目） 

指定管理料  １６，６３０，０００円 

開館日時  12月28日から翌年1月4日を除く毎日、午前9時～午後9時 

 但し、ホール等の使用がない場合は、午後5時まで 

利用人数  １１，１５２人（令和５年度） 

（１１，９３１人（令和４年度）） 

所 在  大津市園城寺町２４６番地の２４ 

構 造  鉄筋コンクリート造２階建 

面 積  敷地面積5,280.71㎡、建築面積828.77㎡、延建築面積819.22㎡ 

施 設  能楽ホール（能舞台、橋掛り、鏡の間、溜まりの間、見所、 

その他）和室１～５、会議室１ 

※スカイプラザ浜大津並びに大津市伝統芸能会館については、令和６年度において令和７年度からの指定管理者の選定を行う。 

 

 

↑ 能楽ホール ↓ 
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（３）第７４回大津市美術展覧会（負担金 ５，０００千円 ※写真展も含む） 

市民の美術、芸術への関心を高め、その普及向上を図ることを目的として、日本画、洋・版画、彫刻、工芸、書の５部門で 

作品を公募する。期間中には作品講評会等を開催し、芸術に親しむ市民の裾野の拡大に努める。 

・ 期  間  令和６年６月２１日（金）～６月２７日(木) 

・ 会  場  大津市歴史博物館、大津市立市民文化会館 

・ 出品資格  県内に在住又は在勤、在学する者（中学生以下除く） 

・ 講 評 会  令和６年６月２３日（日） 

     （大津市歴史博物館、大津市立市民文化会館） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

書部門 洋・版画部門 彫刻部門 

令和５年度（第７３回） 

・出品数     ３０５点 

・入場者数  １，４１３人 
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（４）第４７回大津市写真展覧会 

市民の写真芸術への関心を高め、その普及向上を図ることを目的に、作品を 

公募する。また、期間中に講演会を開催し、写真に親しむ市民の裾野の拡大に 

努める。 

・期  間  令和６年６月２９日（土）～７月５日（金） 

・会  場  歴史博物館 

・出品資格  県内に在住又は在勤、在学する者（中学生以下除く） 

・講 演 会  令和６年６月３０日（日）（大津市歴史博物館） 

 

（５）小さな作品展 「集まれ！小さな芸術家！大津っ子作品展 ～七夕の☆おほしさま☆にねがいごと～」 

大津市美術展覧会・写真展覧会会場において、「七夕」をテーマとした作品を園児から募集し、子どもたちによる小さな作品 

展を開催。次世代を担う子どもたちが文化に触れる機会を創出し、豊かな個性と創造力の育成を目指す。 

・期  間  令和６年６月２１日（金）～７月５日（金） 

・会  場  歴史博物館 ２階ロビー 

  ・出品作品  市立幼稚園に通園する５歳児の代表作品約２００点 

 

 

大津市写真展覧会 

令和５年度（第４６回） 

・出品数     ２９０点 

・入場者数    ９２７人 
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（６）第７７回大津市文化祭（３，２４４千円） 

市民が日頃から自主的に展開している文化活動の成果を発表・鑑賞するとともに、それらを通して市民が相互に交流を深める 

ことにより、市民文化の向上を目指し大津市文化祭を開催する。 

・主  催  大津市湖都文化実行委員会（大津市・大津市教育委員会・大津市文化連盟ほか） 

・期  間  令和６年１０月１日（火）～令和７年１月３１日（金） 

・会  場  大津市役所、生涯学習センター、各公民館等 

・内  容  ○学区文化祭の開催          ○大津市民短歌・俳句大会の開催 

○文化祭オープニングセレモニーの開催 ○市民文芸誌「湖都の文学」（第５６集）の発刊 

・負 担 金   大津市湖都文化実行委員会 ５００，０００円 

・補 助 金  学区・芸術団体 ５６，０００円×４９団体 

 

 

 

 

 

 

 
大津市民短歌・俳句大会 文化祭オープニングセレモニー 
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（７）回遊型コラボレーション事業【歴史文化魅力発見事業】（６０４千円） 

大津市美術展覧会・写真展覧会の開催に合わせ、周辺の文化施設において文化イベントを実施すると同時にスタンプラリー 

を行うことにより、人の流れをつくり、文化の力でにぎわいを生み出す。なお、この事業は、大津市文化観光振興基金を活用 

し実施する。 

  ・主  催  大津市湖都文化実行委員会 

  ・期  間  令和６年６月２１日（金）～８月３１日（土） 

  ・会  場  大津市歴史博物館、スカイプラザ浜大津、長等創作展示館・三橋節子美術館、大津市伝統芸能会館、 

大津市民会館、大津祭曳山展示館、大津市立図書館、大津市埋蔵文化財調査センター、三井寺、石山寺 

 

（８）おおつ伝統文化親子教室１日体験教室（８４６千円）（文化庁からの委託事業） 

  次代を担う子どもたちに、伝統文化を体験できる機会を提供し、伝統文化の継承、発展と子どもたちの豊かな人間性の育成 

をめざす。 

・期  間  令和７年１月 

・会  場  大津市伝統芸能会館 

・内  容  生け花、お箏、日本舞踊、かるた、剣舞などの初心者向けワークショップを開催。 
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（９）源氏物語関連事業（１，５０５千円） 

  令和６年１月から放送中の大河ドラマ「光る君へ」が紫式部を主人公としていることから、源氏物語の世界観を表現する 

音楽イベントを開催し、広く市民に源氏物語の魅力に触れる機会を提供する。 

・期  間  令和７年１月 

・会  場  大津市伝統芸能会館 

  ・内  容  源氏物語に関する雅楽演奏 

 

（10）文化団体派遣事業（９００千円） 

   市民に芸術の良さを伝え、文化に親しむ機会を作るとともに文化活動の促進を図るために、文化団体等を学校や公民館等に

派遣。（令和３年度から実施） 

・令和５年度派遣実績  １９件    

 

 

     

 

 

 
文化団体派遣事業 
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（11）大津市文化賞表彰 （１８１千円） 

  本市の文化向上に著しい功績のあった個人・団体を表彰する。 

 ・表  彰  文化賞、文化奨励賞、大津市文化特別賞 

  ・選  考  選考委員会にて 

  ・式  典  大津市表彰式典にて表彰（１１月下旬） 

なお、大津市文化特別賞は該当のある際に表彰 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

特になし 

５  当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

長等創作展示館・三橋節子美術館、大津市立市民文化会館、大津市仰木太鼓会館、大津市民会館、スカイプラザ浜大津、大津 

市伝統芸能会館、いずれの文化施設も経年劣化により老朽化している。今後も、各施設利用者が安全・安心に利用できることを 

最優先に、年次計画に基づき改修を行っていく。 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

大津市文化賞受賞の凪良ゆう氏 
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市民文化会館 

１ 事務概要 

・施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 

・施設及び設備の維持管理に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）市民文化会館管理運営事業（１７，８８４千円） 

市民の文化活動や各種会合の会場として、低料金で、安全かつ快適に利用して 

もらえるよう、市民文化会館の管理運営を行う。 

・開 設  平成２年５月（築３４年） 

・開館日  月曜日（祝日の場合は開館）及び祝日の翌日（日曜日の場合は開館）、 

12月29日から翌年１月3日を除く毎日 午前9時～午後10時 

・利用人数  ２１，３２１人（令和５年度） 

（２１，８５４人（令和４年度）） 

↑ 多目的ホール ↓ 
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・所 在   大津市御陵町２番３号 

   ・構 造   鉄筋コンクリート造２階建 

   ・面 積   敷地面積13,179㎡（歴史博物館を含む）、延建築面積1,670㎡ 

   ・施 設   多目的ホール、和室、会議室  

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 

 

 

 

 

会議室 
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長等創作展示館 

１ 事務概要 

・美術工芸に関する資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。 

・美術工芸に関する講演会、講習会、研究会、見学会等に関すること。 

・市民による創作活動の成果の展示、観覧に関すること。 

・その他創作展示館の目的達成に必要なこと。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）長等創作展示館管理運営事業（７，１３４千円） 

  三橋節子画伯の絵画（71点）と関係資料（計308点）の所蔵・展示、美術 

工芸グループへの創作スペースの貸出・作品展示を行っている。 
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・開 設   平成７年５月（築２９年） 

・開館日   月曜日（祝日の場合は開館）及び祝日の翌日（日曜日の場合は開館） 

12月27日から翌年１月５日を除く毎日 

午前９時～午後５時（最終入館は午後４時30分） 

・利用人数  ４，９４２人（令和５年度） 

      （５，５０２人（令和４年度）） 

・所 在   大津市小関町１番１号 

・構 造   鉄骨造鋼板瓦棒葺平屋建 

   ・面 積   敷地面積 924.13㎡ 延建築面積 456.13㎡ 

   ・施 設   創作室 展示室 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

令和７年に開館３０周年及び三橋節子没後５０年を迎える中、空調や照明等の設備更新をはじめ、 

絵画の適切な展示と収蔵、当館の更なる周知・来館者増を図っていく必要がある。 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

     特になし 



 

４２ 

 

仰木太鼓会館 

１ 事務概要 

・施設の使用許可及び使用料の徴収等に関すること。 

・施設及び設備の維持管理に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

    特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）仰木太鼓会館管理運営事業 （２，５６８千円） 

大津市指定無形民俗文化財である仰木太鼓の保存と活用を図り、 

地域の歴史及び文化の理解を深める場として、安全かつ快適に市民 

に利用いただくよう施設の管理運営を行う。 

・開 設  平成７年４月（築２９年） 

・開館日  12月29日～翌年1月3日を除く毎日 午前9時から午後10時まで 

・利用人数 ５，９１９人（令和５年度） 

・所 在  大津市仰木四丁目２番５０号 

太鼓会館正面 

大ホール 
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   ・構 造  鉄骨造平屋建 

   ・面 積  敷地面積2,515㎡、延建築面積441㎡  

   ・施 設  大ホール、会議室 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

  特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 
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文化財保護課 

１ 事務概要 

（１）文化財保護課 

・文化財の調査及び保護に関すること。 

・文化財の啓発及び活用に関すること。 

・伝統的建造物群保存対策事業に関すること。 

（２）埋蔵文化財調査センター 

・埋蔵文化財の調査研究及び保存活用に関すること。 

・埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び収蔵に関すること。 

・埋蔵文化財に関する情報の提供及び普及に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

３ 令和６年度の主な事業の中で、報告すべきと思われるもの 

（１）市内遺跡緊急発掘調査事業（１１，１１０千円） 

市内所在遺跡の開発に伴う試掘調査や個人住宅の建築に伴う発掘調査等を行う。 

 

発掘調査現地説明会（穴太遺跡） 
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（２）文化財保護管理運営事業（１９，７４５千円） 

文化財を後世に残し伝えるため、文化財指定と文化財の適正な管理を行う。 

① 大津市指定文化財の指定 ② 史跡等市管理地環境整備 等 

 

（３）市内史跡等整備事業（５５，０５４千円） 

国指定史跡を保存するため、公有化を推進する。 

①  穴太廃寺跡 ②  近江大津宮錦織遺跡  

 

（４）伝統的建造物群保存対策推進事業（４，９９１千円） 

坂本重要伝統的建造物群保存地区の景観整備のため、伝統的建造物等の保存修理・修景に対して補助する。 

 

（５）文化財保存修理等補助事業（６３，７３５千円） 

市内に所在する国・県・市指定文化財の保存修理及び管理に対して補助する。 
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①  修理 

ア 国指定 

・国宝延暦寺根本中堂他保存修理事業 

・国宝智証大師関係文書典籍保存修理事業 

・重要無形民俗文化財大津祭の曳山行事伝承・活用等事業 他８件 

イ 県指定 

・旧正蔵坊庭園保存修理事業 

ウ 市指定 

・大津祭曳山殺生石山保存修理事業 他５件 

② 管理  

ア 国指定    天皇神社 他３０件 

イ 県・市指定  酒井神社 他１２件 

 

（６）埋蔵文化財発掘調査受託事業（７７，４６９千円） 

開発工事に伴う事前の発掘調査等を受託する。調査費は全額が原因者負担。 

 

 

重要無形民俗文化財 大津祭の曳山行事 
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（７）埋蔵文化財調査センター管理運営事業（６，４７７千円） 

① 講座・現地見学会・展覧会の開催及び調査報告書作成、センター広報紙の作成を行う。 

② 図書資料の整理及び埋蔵文化財資料・写真・図面等の管理、貸出等を行う。 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   令和５年１０月から下阪本三丁目地先で実施していた発掘調査において、 

坂本城の三ノ丸のものとみられる石垣を伴う堀が確認された。「幻の城」と 

呼ばれているように坂本城の遺構が確認されるのは昭和５４年度の調査以来 

であり、今回の発掘成果は歴史的な価値が高く、後世に伝えていくべき貴重 

な財産であることから、国による早期の史跡指定に向けて取り組んでいく。  

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

   令和６年度から３ヵ年を事業期間とする「第１期大津市文化財調査・保存・活用計画」に基づき、未指定文化財調査を計画 

的に進めるとともに、小中学生が体系的に通史や地域の歴史・文化遺産を学べる副読本の作成や各地域での歴史や文化財に 

ついての講座の開催などに取り組んでいく。 

堀底からみた石垣（坂本城跡） 
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スポーツ課 

１ 事務概要 

（１）管理係 

・スポーツに係る施設の整備及び管理に関すること。 

・学校体育施設の開放に関すること。 

・坂本市民格技場の管理運営に関すること。 

・桐生若人の広場の管理運営に関すること。 

・市民運動広場の管理運営に関すること。 

・比良げんき村、大谷乗馬場及び市民プールの指定管理者による管理に関すること。 

・市民体育館との連絡調整に関すること。 

・課の一般庶務に関すること。 

（２）振興係 

・スポーツ推進委員に関すること。 

・スポーツの指導者の研修、養成及び育成に関すること。 

・スポーツに関する団体の育成指導に関すること。 

・スポーツの普及振興に関すること。 

・スポーツ推進審議会に関すること。 
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・スポーツに係る調査及び統計に関すること。 

・国際スポーツ交流事業に関すること 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１）大津市スポーツ推進計画に係る市民意識調査業務 

 「大津市スポーツ推進計画（改定版）」における基本方針毎の指標の達成状況を把握するとともに、本市のスポーツ推進の問

題点や課題、スポーツニーズ等を把握するため、市内在住の１８歳以上２，０００人を対象に市民意識調査を実施。 

①  契約相手   株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所 

② 契約額    ４９５，０００円 

③ 委託期間   令和５年１０月２日から令和６年３月３１日まで 

④ 有効回収率  ３８．１％ 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）大津市スポーツ推進計画の進捗管理（１，１５８千円） 

平成２８年３月に策定した「大津市スポーツ推進計画」(計画期間：概ね１０年）は、 

「スポーツを共に創り楽しむまち大津」～スポーツを通じてとびっきりの笑顔に！！～ 

を目標像として、その達成に向けて５つの基本方針を掲げている。 
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同推進計画は令和３年３月に見直しを行い、同推進計画の後半となる令和３年度から 

令和７年度までを計画期間として策定した「実施計画」（アクションプラン）に基づき、 

基本方針に係る指標の達成状況の把握を行う。 

なお、実施計画は、「大津市スポーツ推進審議会」に報告し、評価を受け、関係各課 

などと情報共有を行い、次年度以降の事業計画につなげている。 

 

・５つの基本方針 

 ① 生涯スポーツの推進 

 ② 次世代を担う子どもの運動・スポーツの推進 

 ③ 地域のスポーツ活動の推進 

 ④ スポーツを楽しむ環境の充実 

⑤ 大津の特長を活かしたスポーツの推進 

 

（２）スポーツ施設管理運営事業（２５１，２９２千円） 

① 市民のスポーツ、レクリエーションの振興を図るため、下記施設を設置し、管理運営を行っている。 

ア 富士見市民温水プール（移転新築により平成３０年１０月再開設） 

大津市スポーツ推進計画 

改定計画（令和３年３月策定） 



 

５１ 

 

富士見市民温水プール 

・ＰＦＩ／指定管理者      新富士見ＰＦＩ株式会社 

・ＰＦＩ／指定管理期間     平成３０年１０月１日～令和１６年３月３１日 

・サービス購入料（運営経費）  ４９，３６１千円（令和６年度） 

・利用人数           １１８，９６７人（令和５年度実績） 

イ 市民プール ４か所（伊香立・坂本・晴嵐・曽束) 

・指定管理者    株式会社linkworks 

・指定管理期間   令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

・指定管理料    ９，６６６千円／年 （令和６年度） 

・利用人数     ７，６８５人 （令和５年度実績） 

ウ 大谷乗馬場  

・指定管理者    大津市乗馬連盟 

・指定管理期間   令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

・指定管理料    １，６８４千円／年 （令和６年度） 

・利用人数     １，８９７人 （令和５年度実績） 

エ 市民体育館（直営） ４か所（和邇、坂本、石山、田上） 

・利用人数     ３８，０３３人 （令和５年度実績） 
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オ 市民格技場（直営） １か所（坂本市民格技場） 

・利用人数     １０，３４８人 （令和５年度実績） 

   カ 市民運動広場（直営） １１か所 

（和邇、下龍華、堅田なぎさ、坂本、下阪本、比叡平、山中、逢坂、藤尾、石山、瀬田南） 

・利用人数     １３７，２０９人 （令和５年度実績） 

キ 教育キャンプ場（直営） １か所（桐生若人の広場） 

・利用人数     ２，１５３人 （令和５年度実績） 

    

② 小学校及び中学校の体育館及び運動場 

学校教育に支障のない範囲内において、地域住民のスポーツ活動の場として開放している。 

ア 小学校 

・開放施設  ３６校（葛川小除く）の体育館及びグラウンド 

・開放日時  土・日曜日及び祝日   午前９時から午後９時まで 

上記以外の日      午後５時から午後９時まで 

・運 営   各小学校体育施設開放運営委員会へ委託 

・利用人数  ５９８，５８７人 （令和５年度実績） 
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人工登はん壁 

大津大石淀グラウンド・ゴルフ場 

イ 中学校 

・開放施設  １０校の体育館 

          （志賀、真野、堅田、日吉、唐崎、北大路、石山、田上、瀬田、瀬田北） 

・開放日時  日曜日及び祝日以外の日   午後７時から午後９時まで 

・運 営   各中学校体育施設開放運営委員会へ委託 

・利用人数  ４１，１４５人 （令和５年度実績） 

③ 比良げんき村 

野外活動を通じた青少年の健全な育成、スポーツ、レクリエーションの振興を図る。 

・指定管理者   株式会社linkworks 

・指定管理期間  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

・指定管理料   １４，０００千円／年（令和６年度） 

・利用人数    １０，９７２人（令和５年度実績） 

④ 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場 

    令和５年度に整備工事を行った当ゴルフ場について、直営で運営を開始する。 

    大津市大石淀町７３７番地の６ 

    敷地面積２８，９２８．３６㎡ 

    施設内容：４コース、３２ホール（１コースにつき８ホール） 
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    公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会認定コース 

    管理棟、東屋、器具庫、トイレ、駐車場 

 

（３）スポーツ施設整備事業（１４８，８６３千円） 

市民が日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができ、また、自らの健康の保持、増進と体力づくりに寄与するための社会

体育施設を安全で安心して利用できるよう、計画的に施設や設備の改善を行うとともに、小学校屋外トイレ等学校体育施設開放

事業に関する施設改修などを行う。 

 

（４）スポーツ協会運営補助・体育団体等活動補助事業（２２，７６８千円） 

市民の健康体力づくりと生涯スポーツ・競技スポーツの普及振興を図ることを目的に、一般社団法人大津市スポーツ協会等各

種団体に対して運営及び活動補助を行う。 

① 一般社団法人大津市スポーツ協会    １２，８５７千円 

・事務局運営補助          １０，０８２千円 

・事業費補助                         １，２７５千円 

・運動・スポーツ実施率向上事業負担  １，５００千円 

②  ３６学区体育団体           ７，２２３千円 

③  大津市スポーツ少年団         ２，０００千円 
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④ 大津市小学校体育連盟           ２６０千円 

⑤ 大津市レクリエーション協会        ２００千円 

⑥ 大津市学区体育団体連絡協議会       ２２８千円 

（５）スポーツ推進委員設置事業（４，４４３千円） 

本市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、職

務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱している。（スポーツ基本法第３２条第１項） 

  地域のスポーツ活動の質を高めるため、研修会の実施や資格取得の支援を行うとともに、スポーツ関係団体、学区体育団体な

どとの連携を一層強化し、更なる地域スポーツの推進を図る。 

① 委員人数  ４６人（各学区３６人、大学推薦４人、一般社団法人大津市スポーツ協会１人、 

大津市障害者スポーツ協会１人、スポーツ関係団体２人、公募２人） 

② 任期      ２年（令和６・７年度）  

③ 報償費    ８５千円／年・人 

（６）ｅスポーツ×リアルスポーツフェスティバル開催事業（７５０千円） 

  ｅスポーツとリアルスポーツの双方を体験できるイベントを通して、ｅスポーツをきっかけに子どもから大人まで多くの市民

が、新たなスポーツを「知る」「楽しむ」機会を創出することで、生涯スポーツの普及や国スポ・障スポへの興味・関心づくり

を行う。 
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① 開催日    １１月（予定） 

② 競技内容  ｅスポーツ体験、リアルスポーツ体験、教育ブース（プログラミング、ＳＤＧｓ等）、 

国スポ・障スポ周知など 

③ 開催場所  ブランチ大津京 

 

（７）ホストタウン交流事業（１，０００千円） 

東京２０２０オリンピックに向けて育んできたホストタウンの成果を未来につなぎ、地域のスポーツ振興に活かしていく 

ため、スポーツを通じたホストタウン交流の継続・深化に係る取組みを実施する。 

① 交流相手国 ニュージーランド 

② 事業内容  湖上スポーツを核とするスポーツ全般の振興につながる交流事業 

 

（８）市民体育大会開催負担事業（１，９６０千円） 

市民の健康・体力づくりに対する関心を高めるとともに、スポーツを通して青少年の健全育成と明るい地域社会を形成する    

ことを目的とする市民体育大会を開催する。 

第５９回（２０２４年）大津市民体育大会  １，９６０千円 

・主 催  大津市、大津市教育委員会、大津市自治連合会及び一般社団法人大津市スポーツ協会 

・運 営  大津市民体育大会実行委員会 
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・開催日  ９月１日（日）、８日（日） 

・競技内容 卓球、バドミントン、バレーボール男女、ソフトボール、 

ソフトテニス、弓道、乗馬、水泳、スポーツ拳法、硬式テニス 

・開催場所 皇子が丘公園体育館 他 市内１２施設 

 

（９）各種体育大会等負担及び補助事業（５８５千円） 

市内で開催されるスポーツ大会等を支援することにより、広くスポーツを振興し、 

その普及発展とスポーツ精神の高揚を図り、健康で活動力豊かな市民の育成に寄与する。 

① 第７５回朝日レガッタ             ６７５千円 

② 第７７回滋賀県民総スポーツの祭典市町負担金等 ２５０千円 

 

（10）各種全国大会等出場激励金交付事業（１，９９１千円） 

各種全国大会等に出場する選手に激励金を交付し、当該競技の競技力向上と普及振興を図る。 

①   世界大会・アジア大会及びその他国際大会          ２４５千円（２５千円または１０千円／選手） 

②   国民スポーツ大会                     ２００千円（５千円／選手） 

③   全国高等学校総合体育大会及び全国高等学校選抜大会等 １，０７５千円（５千円／選手） 

④   上記以外の全国大会（全国スポ・レク祭除く。）       ４７１千円（３千円／選手） 

朝日レガッタ 
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スポーツデータリテラシー 

データ測定 

スポーツデータリテラシー 

結果に基づいた指導 

（11）スポーツデータリテラシー向上プロジェクト（２，０９２千円） 

学校体育の取組において、小学校高学年を対象にオンライン授業とＧＰＳ測定器を用いたデータ測定を行い、その結果を活

用した指導を行うことで、児童の運動基礎能力向上と運動意欲向上を図る。 

・実施時期 １０月～１月頃（予定） 

   ・実施校数 ５校または１０クラス程度 

 

 

 

（12）親子でワクワク運動あそび（５９９千円） 

幼少期の子ども達を対象に、親子で楽しく身体を使いながら、基本的な運動動作や技能を習得できるプログラムを開催する。 

・開催日  １１月２日（土） 

・開催場所 皇子が丘公園体育館 

（13）びわスポキッズフェスティバル（５００千円） 

幼少期の子ども達を対象に、びわこ成蹊スポーツ大学のキッズリーダー（学生）の指導による、運動あそびプログラムを開

催する。 

・開催日  ８月３１日（土） 

・開催場所 滋賀ダイハツアリーナ 
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（14）びわ湖マラソン２０２５ 

「びわ湖毎日マラソン大会」と「びわ湖レイクサイドマラソン」の両大会の資産を引き継ぐ大会として、令和４年度から開

催された大会であり、滋賀県が中心となり、大津市・草津市・守山市等が主催として参画している。 

   ・開催期日  ２０２５年（令和７年）３月９日（日）（予定） 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの  

（１）ワールドマスターズゲームズ２０２７関西について 

国際マスターズゲームズ協会が４年ごとに主催し、原則３０歳以上の成人・中高年の一般アスリートが出場する生涯スポー

ツの国際総合競技大会「ワールドマスターズゲームズ」について、２０２１年（令和３年）にアジアで初となる開催を関西地

域で予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期され、２０２７年（令和９年）に開催されることが決定し

た。 
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本市では、大津の特長を活かした２競技の開催を予定しており、開催に向けた調整を進めている。 

①  開催期日       ２０２７年（令和９年）５月 

②  本市開催競技・会場  ・ボート          関西みらいローイングセンター（琵琶湖漕艇場） 

・カヌー（ドラゴンボート） 琵琶湖モーターボート競走場（びわこ競艇場） 
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戸籍住民課 

１ 事務概要 

（１）庶務係 

・住民基本台帳等に係る各種の統計及び報告に関すること。 

・自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 

・戸籍及び住民基本台帳の協議会等に関すること。 

・住居表示の企画、実施及び啓発に関すること。 

・住居表示の実施に伴う町の区域及び名称に関すること。 

・住居表示審議会に関すること。 

・住居表示に係る関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 

・住居表示台帳の作成に関すること。 

・新築届の受付及び住居番号の付定に関すること。 

・街区の区域及び住居番号の変更等に関すること。 

・自動車臨時運行許可に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・課及びカード交付推進室の一般庶務に関すること。 

（２）施設管理係 

・墓地及び納骨堂に関すること。 
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・改葬許可に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の指定管理者による管理に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の施設・設備整備等に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑に係る地域との協議に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の周辺地域の整備に関すること。 

（３）届出受付係 

・戸籍及び住民基本台帳に係る届書の受付及び審査に関すること。 

・出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）に基づく事務に関すること。 

・住民異動に伴う国民健康保険及び国民年金資格得喪等の受付及び国民健康保険新規加入者に係る国民健康保険者証の 

作成及び交付に関すること。 

・埋葬及び火葬の許可に関すること。 

・特別永住者証明書に関すること。 

（４）記録整備係 

・戸籍及び戸籍の附票の記録整備に関すること。 

・戸籍届書等の統計整理に関すること。 

・人口動態調査票作成に関すること。 

・相続税法（昭和25年法律第73号）の規定による通知に関すること。 

・その他戸籍記録に関すること。 
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・住民基本台帳の記録整備に関すること。 

・住民実態調査に関すること。 

・特別永住者及び中長期在留者の記録整備に関すること。 

・その他住民記録に関すること。 

（５）登録証明係 

・印鑑登録に関すること。 

・戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、身分証明書及びその他各種証明書の受付、作成及び交付に関すること。 

・住民基本台帳の閲覧に関すること。 

・住民基本台帳カードに関すること。 

・戸籍、住民基本台帳その他各種証明に関する手数料の徴収に関すること。 

・民・刑事処分通知の整理及びそれらに係る名簿の整備等に関すること。 

・本人通知制度に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）戸籍及び住民基本台帳事務のデジタル化について 
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デジタル手続法による改正後の戸籍法及び住民基本台帳法等に基づき、これまで漢字表記のみであった戸籍並びに住民

票の記載事項に読み仮名を追加することに伴い、必要となる各種システムの改修を行う。 

   ・読み仮名法制化対応システム改修（４１，８８８千円） 

 

（２）志賀聖苑、大津聖苑の運営について（２４，２９７千円） 

平成２４年度から指定管理者制度を導入しており、令和２年度から５年間、「おおつ斎苑管理グル－プ」が管理運営 

を行う。 

なお、令和６年度末をもって指定管理期間が満了となることから、今年度において、令和７年度からの指定管理者の 

選定を行う。 

  （指定管理概要）指定管理者  「おおつ斎苑管理グル－プ」 

指定管理期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

   ① 大津聖苑（供用開始：平成７年） 

（火葬棟） 所在地  大津市膳所上別保町７６１番地 

延床面積 ２，２５９．５４㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

施設内容 人体炉７基、汚物炉１基、動物炉１基 

付属施設 待合ロビー、待合室、収骨室、霊安室、駐車場（普通車４０台、マイクロバス６台） 
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（葬祭棟） 延床面積 １，３２０．８３㎡ 

建物構造 鉄骨造２階建 

施設内容 葬儀式場１室（小利用５０人、大利用１００人収容） 

家族・宗教者控室、霊安室 

② 志賀聖苑（供用開始：平成５年） 

（火葬棟） 所在地  大津市木戸１４９４番地の１ 

          延床面積 ２，１６７．７１㎡ 

          建物構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

          施設内容 人体炉４基、汚物炉１基、動物炉１基 

          付属施設 待合ロビー、待合室、収骨室、霊安室、駐車場（普通車６５台、マイクロバス３台） 

    （葬祭棟） 延床面積 ４６４．４４㎡ 

          建物構造 鉄骨造１階建 

           施設内容 葬儀式場１室（小利用５０人、大利用１００人収容） 

家族・宗教者控室、霊安室 
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③ 火葬件数（人体・汚物・動物） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

大津聖苑 ４，６６８件  ４，２９１件  ４，６０３件  ４，６９５件  ４，６８３件  

志賀聖苑 ２，６１６件  ２，６２７件  ２，５４５件  ２，５８６件  ２，４７２件  

合  計 ７，２８４件  ６，９１８件  ７，１４８件  ７，２８１件  ７，１５５件  

 

④ 葬儀式場（葬儀ホール・霊安室）利用実績                 ※（ 件）斎場葬儀プラン件数 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

大津聖苑 
９８５件  

（２６９件） 

８８６件  

（２１８件） 

９７１件  

（１９１件） 

１，０２５件  

（１５７件） 

１，１６１件  

（１２９件） 

志賀聖苑 
２９３件  

（５４件） 

２８０件  

（４６件） 

２９１件  

（３８件） 

３０７件  

（３７件） 

３４１件  

（３３件） 

合  計 
１，２７８件  

（３２３件） 

１，１６６件  

（２６４件） 

１，２６２件  

（２２９件） 

１，３３２件  

（１９４件） 

１，５０２件  

（１６２件） 

平成２７年度から指定管理者による自主事業として斎場葬儀プランが実施されており、ホール利用と併せて初七日法要

の実施など、利便性の向上及び葬儀ホールの利用促進を図られている。 
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（３） 志賀聖苑及び大津聖苑の空調設備更新について 

志賀聖苑（平成５年開設）及び大津聖苑（平成７年開設）は供用開始から約３０年が経過し、両聖苑の空調設備について

も老朽化し、故障時の影響は広範囲に及ぶことから、計画的な設備更新を実施する。 

なお、空調を使用しない時期に工事を実施することとし、令和６年度に大津聖苑を令和７年度に志賀聖苑の工事を実施す

る。 

①志賀聖苑（火葬棟・空気調和設備）事務室、待合室 （４６，３５０千円、Ｒ７債務：６９，５２５千円）  

②大津聖苑（火葬棟・葬祭棟）事務室、待合室、葬儀式場、家族控室 （５７，７２８千円） 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

      特になし 
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市民センターでの「出張申請受付」 

カード交付推進室 

１ 事務概要                                       

・個人番号カードの交付に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）マイナンバーカード交付事務について（５２，１１４千円） 

平成２７年度から開始されたマイナンバー制度実施に伴うカードの交付事務等 

については、法定受託事務であり、国が作成するマイナンバーカードを市民に 

対して交付している。 

国は、令和４年度までにほとんどの住民がマイナンバーカードを取得すること 

   を目標に、マイナポイントを付与する消費活性化策や健康保険証利用を推進する等、 

マイナンバーカードの利便性を実感できる施策を順次実施し普及促進を図ってきた。 

さらに、国は令和６年１２月の健康保険証との一体化を決定しており、 

マイナ保険証の利用促進に取り組んでいることから、更なるマイナンバーカード 

の普及促進に努める。 
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カード交付については、土曜日・日曜日に交付窓口を開設する休日交付や、マイナンバー専用のコールセンター（平日：

８時～１９時、休日：９時～１７時）を設置し、平日の夜間や休日にも、カード受取の予約受付、問い合わせの対応を行う

等、円滑なカード交付に努める。 

また、昨年度と同様に３６市民センター等への出張申請受付や体の不自由な方や要介護等で自宅から出られない方に対し

ての個人宅出張申請を行うなど申請しやすい環境づくりに取り組んでいく。 

   ・マイナンバーカード交付数（平成２８年１月交付開始） 

年度 交付申請数 申請累計数 交付数 交付累計数 交付率（％） 

平成２８年度 １０，２３８ ３６，５６９ ２６，９０６ ２８，１６１ ８．２３ 

平成２９年度 ７，１０２ ４３，６７１ ７，０１８ ３５，１７９ １０．２８ 

平成３０年度 ６，２７２ ４９，９４３ ５，４６８ ４０，６４７ １１．８６ 

令和元年度 １１，４６２ ６１，４０５ ８，２３７ ４８，８８４ １４．２３ 

令和２年度 ８５，８０４ １４７，２０９ ５１，７８６ １００，６７０ ２９．２８ 

令和３年度 ４０，７９６ １８８，００５ ５８，１８４ １５８，８５４ ４６．２０ 

令和４年度 １００，６７１ ２８８，６７６ ６３，３４５ ２２２，１９９ ６４．６２ 

令和５年度 １４，９９８ ３０３，６７４ ４３，６４０ ２６５，８３９ ７７．４２ 

 

 



 

７０ 

 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

      特になし 
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  消費生活センター 

１ 事務概要 

・消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第８条第２項各号に掲げる事務に関すること。 

・大津市消費生活条例（平成21年条例第5号）の施行に関すること。 

・消費生活センターの庶務に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）消費生活相談事業 （２２，９０８千円） 

日常の消費生活上のトラブルに際し、事業者に対する消費者からの苦情等について、国家資格を有する消費生活相談員

が、電話や来所での相談に応じ、解決に向けた助言やあっせんなどを行っている。 

デジタル化の進展に伴い、多様な機能と利用のしやすさから、スマホやパソコンによるインターネットを介した消費者ト

ラブルの相談が数多く寄せられている。これらを含め、多様な相談内容に対応できるよう、消費生活相談員の知識・技術の

向上を図るための研修機会の充実や、専門家の積極的な活用として弁護士等による支援を強化するとともに、関係機関との

連携も緊密にした取組を進める。 

javascript:void%20fnInyLink(114875,'58ab073204270930h.html','J8_K2')
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・相談受付件数 

年 度 件 数 

令和３年度 ２，４９８件 

令和４年度 ２，７３８件 

令和５年度 ２，５８０件 

 

（２）消費者啓発事業 （１，７６３千円） 

消費生活の安定及び向上を図るため、自主的かつ合理的な消費行動ができるよう、講演会などを開催するとともに、消

費者情報の提供、消費者教育の推進などに取り組んでいる。 

①  講演会の開催 

くらしに役立つ幅広い分野の学習を通じ、豊かで安心、安全な消費生活を 

送ることを目的として開催している。 

・くらしの安心カレッジ 

  消費者トラブルに関わるさまざまなテーマを設定し開催 

② 消費者問題啓発協力員制度 

消費生活情報の収集を行い、地域での啓発活動等により、消費者トラブルの未然防止、早期発見、被害の拡大予防な

どを図ることを目的に、啓発協力員を設置している。 

 

くらしの安心カレッジ 
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③ 消費者情報の提供 

各種リーフレット・パンフレット等による情報提供のほか、消費者情報の定期的な情報提供手段として、広報紙「ぽ

けっと」を毎年発行している。また、国民生活センターや県などから提供される最新の消費者情報をホームページなど

により、適宜、情報提供している。 

④ 消費者教育の推進 

成年年齢引下げを踏まえ、滋賀県教育委員会と連携し、市内の県立高等学校 

において、法律の専門家による消費者教育講座の拡充に取り組んでいく。 

また、教員に対する専門的な知識の習得・指導技術向上のための研修会や、 

消費者教育の必要性について理解を深めてもらうための事業者向けの研修会 

なども開催している。 

 

４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   特になし 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

   特になし 

県立高等学校での消費者教育 



 

７４ 

 

歴史博物館 

１ 事務概要 

（１）管理グループ 

・博物館の運営に関すること。 

・博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

・歴史博物館協議会に関すること。 

・観覧料の徴収に関すること。 

・博物館の刊行物等の頒布に関すること。 

・企画展示室の使用許可に関すること。 

・他の博物館、関係機関等との連絡調整に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・博物館の一般庶務に関すること。 

・他のグループの所掌に属さない事項に関すること。 

（２）学芸グループ 

・博物館資料の収集、管理、調査研究及び展示に関すること。 

・博物館資料の購入、受贈及び受託に関すること。 

・博物館資料の利用、相談及び貸出し等に関すること。 
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・特別展示の企画及び開催に関すること。 

・博物館資料の映像及び情報等の作成に関すること。 

・講演会、講座及び見学会等の開催に関すること。 

・大津の歴史の普及啓発に関すること。 

・その他博物館の広報に関すること。 

 

２ 令和５年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

  

３ 令和６年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）令和６年度の企画展示事業（２４，３４５千円） 

①  企画展「紫式部と祈りの世界」 

  紫式部が生きた平安時代は、藤原道長に代表される摂関家が栄華を誇っていた時代であり、貴族

たちによる豪華絢爛な文化が花咲きました。本展示では、石山寺に伝わる紫式部の肖像画と、紫式

部が仕えた藤原道長、彰子親子によって製作された埋経の遺品を一堂に展示します。 紫式部聖像 室町時代 石山寺蔵 
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② 企画展「京極高次」 

  近江の名門京極氏出身の京極高次。文禄４年（１５９５）９月に大津周辺に加増され、大津城主  

となりました。また慶長５年（１６００）９月の大津城の戦いで活躍したことは有名です。本展示  

では、大津にゆかりの深い京極高次を本格的に扱い、当時の史料をもとに高次の実像に迫ります。 

③ 企画展「わたしの湖西線」 

 今年で開通５０周年を迎えるＪＲ（国鉄）湖西線。本展示では、湖西線の歴史や特徴を紹介する 

とともに、沿線の人々や鉄道ファンが記録、保存した品々とそれぞれの記憶から、５０年のあゆみ 

や周辺の移り変わりを振り返ります。 

④ 企画展「石山寺 －密教と観音の聖地－」 

天平１９年（７４７）に東大寺初代別当の良弁僧正によって創建されたと伝わる 

石山寺は、真言密教の大寺であるとともに、西国三十三所観音巡礼の札所としても 

知られています。本展示では、鎌倉時代の正中年間（１３２４～２６）に構想され

てから約７００年になる「石山寺縁起絵巻」を公開するとともに、石山寺に伝わる

貴重な仏像や仏画、古文書などを一堂に展示し、石山寺の歴史と仏教文化を紹介し

ます。  

 

 

重要文化財 石山寺縁起絵巻第一巻 石山寺蔵 

京極高次像 江戸時代 丸亀市立資料館蔵 
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⑤ ミニ企画展の開催 

  常設展示室内の１コーナーを利用し、博物館の収蔵品や調査成果を紹介する「ミニ企画展」コーナーを設けている。２か

月程度を会期として、年間７～８回行っている。令和６年度は、特別展示「源氏物語と大津」終了後に「新収蔵品展」１回

を開催する。 

⑥ 常設特集展示「源氏物語と大津」 

  『源氏物語』は、日本文学史上の最高傑作とも名高い作品で、大津市の古刹、石山寺で書き始めたと伝えられている。本 

展は、令和６年１月から放送予定のNHK大河ドラマ「光る君へ」と関連させて、『源氏物語』・紫式部と、大津や石山寺と関

連する美術作品を中心に紹介する。 

（２）資料調査・収集事業（１１，９９７千円） 

① 歴史文化魅力発見事業 

 日本で３番目に国指定文化財の件数が多い本市には、いまだ把握できていな      

い地域の文化財が数多く残されている。このような未指定文化財をより計画的に

調査研究し、地域においてその価値を共有するとともに、保存・活用にむけた取

組みを行う。本年度は、①市内寺社未指定文化財調査、②大津の食文化資料

調査プロジェクト、③大津町絵図プロジェクト、④未指定文化財調査報告書

発刊事業、⑤大津の古写真整理公開プロジェクト、⑥館蔵品や未指定文化財

の修理保存事業、⑦文化財３Ｄレーザースキャナー計測事業、⑧古文書・歴史資料整理・調査事業などを行う。 

常設展示室の大津絵コーナー 
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② 大津絵を活用した歴史博物館活性化事業 

  博物館の大津絵コレクションを活用し「いつでも江戸時代の大津絵を鑑賞し、楽しめる施設」を目指して、館内での展示

やワークショップなどの普及活動、外部との連携のほか、さらなるコレクションの充実に取組む。 

（３）普及啓発事業（２，４９０千円） 

① れきはく講座やワークショップの開催 

  大津の歴史や文化への理解を深めるため、講演会や現地見学会を年間３０回 

程度行っている。また、夏季には成安造形大学との共同事業として、子ども 

向けのワークショップを開催している。 

  ・開催回数と参加人数 

 れきはく講座（講演会・現地見学会等） 

               ５６回 ２，６０３人（令和５年度） 

         ワークショップ（共同事業） １６回   ２２２人（令和５年度） 

（４）来館者情報発信 

① インターネット上での歴史情報の公開 

  歴史博物館ホームページ内に「大津の歴史データベース」を設置し、収蔵品や古写真、古地図などの歴史情報を公開する 

とともに、公式ＳＮＳを開設し、わかりやすく大津の歴史や文化の情報を発信している。 

れきはく講座（現地見学会） 
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４ 令和６年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

特になし 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１）急傾斜地崩壊対策 

令和３年５月の豪雨により、当館西側法面（園城寺所有地）が崩落し、土砂が敷地内に流入した。当該区域は、土砂災害特別 

警戒区域、急傾斜地崩壊危険個所に指定されている。また、当館敷地内の市民文化会館が避難場所にも指定されている。このこ

とから、滋賀県施工の急傾斜地崩壊対策事業として位置づけ、早期に対策工事に着手していただくよう、滋賀県へ要望書を提出

している。 

（２）施設の計画的な改修 

開館以来３０年以上が経過し、施設や設備の随所に改修を要する箇所が発生している。当館は、重要文化財公開承認施設とし

て、文化財を適切な環境で保存・公開する必要がある。また、多くの市民が展示観覧や貸しギャラリー（大津市展を含む）とし

て利用する施設であるため、優先度を見極めつつ計画的に改修することが必要である。今年度は、老朽化のため非常用自家発電

設備更新工事及び加圧給水ポンプ更新工事に取り組む。また防火シャッター等が建築基準法第１２条第４項点検により既存不適

格の指摘を受けたことから、防火シャッターの改修工事に向けた設計を実施する。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 


